
川崎市地域活動支援センター (B・ C・ D 型 )運営事業補助金交付要綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 要 綱 は 、別 に 定 め る 川 崎 市 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー（ B・C・D 型 ）

運 営 事 業 実 施 要 綱（ 以 下「 実 施 要 綱 」と い う 。）に 基 づ き 実 施 す る 事 業（ 以

下「 事 業 」と い う 。）に 要 す る 費 用 に 対 し て 、予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交

付 す る こ と に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 交 付 の 対 象 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 交 付 対 象 は 、前 条 に お け る 事 業 を 実 施 す る

社 会 福 祉 法 人 等 法 人 格 を 有 す る 団 体 と す る 。  

２  こ の 補 助 金 の 対 象 と な る 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 川 崎 市 地 域 活 動 支 援

セ ン タ ー 事 業 選 定 委 員 会 設 置 要 綱 （ １ ９ 川 健 精 保 第 ４ ８ ６ 号 ） に 基 づ く 川 崎

市 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 選 定 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 委 員 会 」 と い う 。） で

承 認 を 受 け た 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー と す る 。  

（ 補 助 対 象 及 び 補 助 額 の 算 定 方 法 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ り 交 付 す る 補 助 金 の 額 は 、別 表 １ の 定 め る 補 助 基 準 額

と 補 助 対 象 経 費 の 実 支 出 額 を 比 較 し て 、 い ず れ か 少 な い 方 の 額 と す る 。  

２  第 １ 項 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、こ れ を

切 り 捨 て る も の と す る 。  

３  こ の 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 期 間 は 、本 市 会 計 期 間（ ４ 月 １ 日 か ら 翌

年 ３ 月 ３ １ 日 ま で ） に 行 う も の と す る 。  

４  別 表 １ で 定 め る 実 利 用 人 数 と は 、年 間 の 延 べ 利 用 者 数 の 合 計 を 、年 間 の

平 日 日 数 の 合 計 で 割 り 、 年 間 の 平 均 利 用 者 数 （ 小 数 点 以 下 第 １ 位 を 切 り

上 げ る ） と し て 算 出 す る も の と す る 。  

５  前 項 で 定 め る 年 間 の 平 日 日 数 と は 、年 度 日 数 よ り 、次 の 各 号 に 掲 げ る 日

を 除 く 日 数 の 合 計 と す る 。  

（ １ ） 日 曜 日 及 び 土 曜 日  

（ ２ ） 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る

休 日  

（ ３ ） 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 の 一 月 三 日 ま で の 日 （ 前 号 に 掲 げ る 日 を 除 く 。） 

（ ４ ） 夏 季 休 暇 に 相 当 す る ５ 日 間  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  事 業 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、川 崎 市 地 域 活 動 支 援 セ



ン タ ー（ B・ C・ D 型 ）運 営 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書（ 第 １ 号 様 式 ）に 必 要 書

類 を 添 付 し て 、 市 長 に 申 請 す る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、前 条 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、当 該 申 請 書 類 の 審 査 及 び 必

要 に 応 じ て 行 う 現 地 調 査 等 に よ り そ の 内 容 を 調 査 し 、 適 当 と 認 め る と き

は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 決 定 は 、 川 崎 市 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー （ B・ C・ D 型 ） 補 助 金 交 付

決 定 通 知 書 に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 の 条 件 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 条 件 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）  こ の 要 綱 に 基 づ き 、補 助 金 を 適 正 に 使 用 し 、こ の 目 的 以 外 に 使 用 し

て は な ら な い 。  

（ ２ ）  申 請 時 の 事 業 内 容 や 経 費 の 配 分 等 に 大 き な 変 更 が あ る と き は 、速 や

か に 市 長 に 届 出 を 行 わ な く て は な ら な い 。  

（ 市 内 中 小 企 業 者 へ の 優 先 発 注 ）  

第 ６ 条 の ２  補 助 事 業 者 等 は 、補 助 金 等 の 交 付 決 定 額 が １ ，０ ０ ０ ，０ ０ ０

円 を 超 え 、か つ 補 助 事 業 等 に 係 る 工 事 の 発 注 、物 品 及 び 役 務 の 調 達 等 を 行

う 場 合 に お い て 、次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、市 内 中 小 企 業 者（ 川 崎

市 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則（ 平 成 １ ３ 年 ３ 月 ２ １ 日 規 則 第 ７ 号 ）第 ５

条 第 ２ 項 に い う 中 小 企 業 者 。 以 下 同 じ 。） に よ り 入 札 を 行 い 、 又 は ２ 者 以

上 の 市 内 中 小 企 業 者 か ら 見 積 書 の 徴 収 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

市 長 が 契 約 の 性 質 上 こ れ ら の 方 法 に よ り 難 い と 認 め る 場 合 又 は そ の 必 要

が な い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ １ ）  １ 件 の 金 額 が １ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え る と き 。  

（ ２ ）  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る と き 。  

（ 交 付 方 法 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 方 法 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）  法 人 の 運 営 資 金 等 の 状 況 に よ り 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 は 、補 助 金 を

概 算 払 い で 交 付 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ ２ ）  補 助 金 の 交 付 は 、予 算 執 行 の 都 合 に よ り 分 割 し て 交 付 す る こ と が で

き る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条  補 助 事 業 者 等 は 、当 該 年 度 の 事 業 が 終 了 し た 日 か ら 起 算 し て 、原 則



７ 日 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  川 崎 市 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー （ B・ C・ D 型 ） 運 営 事 業 補 助 金 実 績 報 告

書 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

（ ２ ）  発 注 実 績 報 告 書  

（ ３ ）  入 札 （ 見 積 り ） が 行 え な い こ と に 係 る 理 由 書  

２  前 項 第 ２ 号 に 定 め る 発 注 実 績 報 告 書 に つ い て は 、対 象 経 費 の う ち 、１ 件

の 金 額 が １ ，０ ０ ０ ，０ ０ ０ 円 を 超 え る 支 出 と な る 案 件 に つ い て 記 載 す る

も の と し 、第 ６ 条 の ２ の 規 定 に よ り 市 内 中 小 企 業 者 に よ る 入 札 、又 は ２ 者

以 上 の 市 内 中 小 企 業 者 か ら 見 積 書 を 徴 収 し た 場 合 は 、結 果 の 分 か る 書 類 の

写 し を 添 付 す る も の と す る 。  

３  補 助 事 業 者 等 は 、市 内 中 小 企 業 者 か ら 見 積 書 を 徴 収 す る 場 合 は 、市 内 中

小 企 業 者 で あ る こ と の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る も の と す る 。た だ し 、川 崎 市 の

競 争 入 札 参 加 資 格 者 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ 地 域 区 分 が 市 内 か つ 企 業 規

模 が 中 小 と し て 搭 載 さ れ て い る 者 、又 は 当 該 補 助 事 業 者 に 対 し て 直 近 の ４

月 １ 日 以 降 に 記 載 内 容（ 住 所 、商 号 又 は 名 称 、代 表 者 職 氏 名 、資 本 金 の 額 、

職 員 総 数 ） に 変 更 が な い 誓 約 書 を 提 出 し た 者 を 除 く 。  

４  本 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 定 め る 入 札（ 見 積 り ）が 行 え な い こ と に 係 る 理 由 書

に つ い て は 、第 ６ 条 の ２ た だ し 書 の 規 定 に よ り 、市 内 中 小 企 業 者 に よ る 入

札 又 は ２ 者 以 上 の 市 内 中 小 企 業 者 か ら 見 積 を 徴 収 し 難 い 事 由 が あ る 場 合

に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 額 の 確 定 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、内 容 を 審 査 し

交 付 条 件 に 適 合 す る と 認 め た と き は 、 第 ３ 条 に 規 定 す る 算 出 方 法 に よ り

補 助 金 の 額 を 確 定 す る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、補 助 事 業 者 等 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、補 助 金

等 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ）  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け た と き 。  

（ ２ ）  補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 の 内 容 、他 の 目 的 に 使 用 し た と き 又 は こ れ に 付

し た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

（ ３ ）  第 ６ 条 の ２ 若 し く は 第 ８ 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

（ ４ ）  そ の 他 法 令 、条 例 又 は こ の 要 綱 に 基 づ き 市 長 が 行 っ た 指 示 に 違 反 し た

と き 。  



（ 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 、

既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る

こ と が で き る も の と す る 。  

２  市 長 は 、第 ９ 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 額 を 確 定 し た 場 合 、既 に そ の 額 を

超 え る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 帳 簿 等 の 整 理 ）  

第 １ ２ 条  事 業 の 執 行 に あ た っ て は 、 経 理 及 び 補 助 金 の 加 算 に 関 す る 帳 簿 、

関 係 書 類 を 備 え 、 常 に 整 備 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 収 支 の 証 拠 書 類

及 び 加 算 算 定 の 根 拠 資 料 は 、 当 該 年 度 の 事 業 終 了 後 ５ 年 間 保 存 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 報 告 及 び 監 査 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、必 要 と 認 め る と き は 、事 業 の 実 施 者 に 対 し て 、関 係 書 類

の 提 出 及 び 報 告 を 求 め 、 事 業 内 容 を 監 査 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、健 康 福 祉 局 長 が 別 に

定 め る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別表　１

・　運営費等補助金　（新規に事業を開始する場合、Ｄ型に該当するものとする） （ 単位：円 ）

地域活動支援センターを運営する経費のうち、以下のものを補助対象経費とする。

・使用料及び賃借料

・　加算　（個別給付移行加算、新規設置費加算、家賃等賃借料加算を除き、全て前年度実績をもって加算金額を算定する） （ 単位：円 ）

Ｄ型 1,600,000

新規設置費加算 2,000,000   同一の地域活動支援センターにつき、補助金申請初年度に１回のみ算定できる。

家賃等賃借料加算

家賃等賃借料×１２か月（千円未満切捨て）

  地域活動支援センター事業の用に供する施設に係るものとして、家賃等賃貸借契約を行っている場合、
　年間の家賃賃借料又は上限額の少ない額を加算する。

上限額

Ｂ型 2,000,000

Ｃ型

支援体制強化加算②
一人　500,000

（二人まで）
  常勤の有国家資格者等を配置した場合に加算する。

個別給付移行支援加算 4,000,000 　個別給付事業に移行する場合、移行前最大2年間基準額に加算する。

1,800,000

重度障害者支援加算
一人　100,000（12か月）
一人　　50,000（ 6か月）

　重度の障害者（身障・精神手帳の1・2級、療育手帳A1・A2、身障3級かつ療育手帳B１、発達障害の診断を受けた方）を受入れた場合に
　加算する。

支援体制強化加算① 1,000,000 　サービス管理責任者等の要件を満たし、個別支援計画の策定を行った場合に加算する。

目標工賃達成加算 1,000,000 　前年度実績で、通所者平均工賃月額15,000円を達成した場合に加算する。

就労移行支援加算
一人　1,000,000

（二人まで）
　雇用形態に関わらず最低賃金以上の雇用契約を条件として6か月以上継続雇用された者がおり、指導職員が継続的に支援を行った
　場合に加算する。

・その他市長が特に認める経費

加算金額 加算内容・加算基準　等

・指導職員退職金・修繕費・移転費・備品購入費で積立を行うことが適当で

D　型 9,500,000 5名以上 4人以上
2名以上

（うち1名が常勤）

　あると認められる経費

・備品購入費(1件1万円以上の備品購入に係るもの)

・レクレーション・行事活動費

・委託料(施設の警備、設備・備品のリース及び保守管理等に係るもの)

C　型 10,500,000 10名以上 8人以上
2名以上

（うち1名が常勤）

・自動車管理料(自動車の燃料費及び修繕、整備に係るもの並びに保険料、公租公課等)

・役務費（通信運搬費、振込手数料等）
B　型 12,500,000 15名以上 12人以上

3名以上
（うち1名が常勤）

・報償費

・需用費(消耗品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費等)

地域活動支援センター
運　営　費　補　助　金

補助金額

算定要件 補助対象経費

定員 実利用人数
職員配置

（うち常勤人数）
・指導職員の給与費・旅費・研修費

・福利厚生費（指導職員に係る法定福利費及びこれに準ずるもの）


